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工　事　名　称 図　　名 図面番号縮　尺設計年月日 地方独立行政法人

埼玉県立病院機構

本部施設整備担当
図面リスト２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事

新館棟　入退室管理設備　地下１階平面図(改修前)

図面No. 図面名称 縮尺
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配置図・案内図

新館棟　入退室管理設備　仕様書・姿図

新館棟　入退室管理設備　系統図(改修後)

新館棟　入退室管理設備　地下１階平面図(改修後)

新館棟　入退室管理設備　１階平面図(改修後)

新館棟　入退室管理設備　２階平面図(改修後)

新館棟　入退室管理設備　３階平面図(改修後)

本館棟　入退室管理設備　１階平面図(改修後）

新館棟　入退室管理設備　系統図(改修前)

新館棟　入退室管理設備　１階平面図(改修前)

新館棟　入退室管理設備　２階平面図(改修前)

新館棟　入退室管理設備　３階平面図(改修前)

本館棟　入退室管理設備　１階平面図(改修前)
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２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事



　※使用を要する　　墜落制止用器具の安全な使用に関するガイドライン

　　　　　　　　　　（平成30年6月22日付け基発0622第2号）による

　・使用を要しない

　て」（厚生労働省基発第0424001号平成21年4月24日）の「手すり先行工法等

・　自動閉鎖設備

・　自動火災報知設備

・　発電設備

・　防犯、入退室管理設備

・　構内情報通信網設備

・　駐車場管制設備

・　構内交換設備

・　監視カメラ設備

・　テレビ共同受信設備

・　テレビ電波障害防除設備

担　当設計年月日

電気設備工事特記仕様書

図面番号図　　名

Ｅ－０１

工　事　名　称縮　尺

・　ガス漏れ火災警報設備

・　電話配管設備

・　中央監視制御設備

主　査主　幹

・　受変電設備

・　雷保護設備

・　電熱設備

・　動力設備

・　情報表示設備

・　映像、音響設備

・　拡声設備（非常放送設備）

・　誘導支援、呼出し設備

ＮＳ

１.６　主任技術者又は監理技術者の専任期間（建設業法により必要になった場合）

　　　１　専任期間の始期

　　　　　請負契約締結の日から、(・現場施工に着手するまで（現場事務所の設置、資機材の搬入

　　　　　主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　　２　専任期間の終期

　　　　　工事完成後、検査が終了し（発注者の都合により検査が遅延した場合は除く。）、事務手続き、

　　　　　後片付けのみが残っている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

　　　３　専任期間の中断

　　　　　自然災害の発生又は埋蔵文化財調査等により発注者からの通知により、

　　　　　工事を全面的に一時中止にしている場合は、主任技術者又は監理技術者の専任を要しないものとする。

１.７　建物概要

　すべて受注者の負担とし、構内につくることができる。

　※別契約の関連工事の受注者が定着したものは無償で使用できる。

　・本工事とする。

　　　塗装

また、屋外で溶融亜鉛メッキ電線管を使用する場合は、塗装を行わない。

　盤等の鍵は、既存盤及び別途工事の鍵との整合を極力図るものとする。

　　 敷き均し土　　 　　 　　　管　　種　　別　　　　　　

（１）管路等の敷設に伴う敷き均し土は、標準仕様書のほか下記及び図面特記

　露出配管は原則として塗装を行う。ただし、機械室、倉庫等の露出配管は塗

装を行わない。

　　による。

（２）地中電線路には、ケーブル埋設標及び標識シートを設ける。ただし、低

　　圧・弱電回路の標識シートは図面特記による。

　ただし、見えかかり部の塗装については監督員の指示による。

 　　 良質土　　　 

　　硬質ビニル電線管（VE）

　　耐衝撃性塩化ビニル管（HIVE）

　　波付硬質合成樹脂管（FEP）

　　ポリエチレン被覆鋼管（PLP）

　本工事に必要な電力及び水などの費用は、受注者の負担とする。

　本工事で　・設ける（規模　　　　　　　　　）　※設けない

　受注者は工事目的物及び工事材料について工事完成期日後１４日まで、これを

る。
火災が保障対象になっている組立保険等にかけて、証書の写しを監督員に提出す

１.４　工事科目（○印の付いたものを適用する）

１.８　工事概要

２　工事仕様
２.１　共通仕様

（１）この工事は特記仕様書、図面によるほか、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書（以下「特別共通仕様書」

　　という。）、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標準仕様書（電気設備工事編）、
　　公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）、公共建築設備工事標準図（電気設備工事編）

　　（以下「標準仕様書等」という。）及び監督員の指示に従い施工する。

　　　なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書、機材の品質・性能基準を最優先とする。

２.２　特記仕様（特記事項の選択項目は、○印のついたものがなければ※印を適用し、・印のものは適用しない。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。）

項　　　　　目 特　　　　記　　　　事　　　　項

（２）機械設備工事及び建築工事を本工事に含む場合は、それぞれの特別共通仕様書及び標準仕様書等を適用する。

（３）法令・基準・仕様書等は、原則として施工時において最新のものを適用する。

とする。なお、資材名、製造所名および発注先を記載した報告書を監督員に提

出し承諾を受けるものとする。

　使用機材等については、アスベスト含有の有無を確認し、アスベストを含む

機材等は使用しないこと。
　「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく特定調達品
目に該当する機材を使用する場合は、原則として、その判断の基準、配慮事項
を満たすこと。
　調達する工事材料は、埼玉県産とするよう努めるものとする。

　本工事に使用する機材等は、設計図書に規定するもの又はこれと同等のもの

　・上記以外の時間に施工する場合は事前に監督員と協議すること。

　※行政機関の休日に関する法律（S63第91号）に定める行政機関の休日以外。

施工時間

３　工事用電力・水

２　施工条件

１　機材等

４　工事用仮設物

５　足場・さんばし類

６　監督員事務所

７　保　　険

１２　金属電線管の

１３　鍵

１４　地中電線路

電気設備工事特記仕様書
１　工事概要

１.３　工　　期　

１.２　工事場所

１.１　工 事 名

１.９　同時期発注の関連工事　　・　建築工事　　　・　機械設備工事

　　　行先の表示

　ハンドホール、プルボックス及び主要なアウトレットボックス内の電線・ケ

　湿気の多い場所、水を使用する場所及び屋外は、圧着接続し自己融着テープ

　上記以外の場所においては、屋内配線用電線コネクタによる接続をしてもよ

い。ただし、接続はボックス内とする。

したねじなし工法としてもよい。

　屋外におけるケーブルの保護管に用いる厚鋼電線管の接続は、防水処置を施

を巻き付けたうえで絶縁テープ巻きとする。

１５　回路の種別

１６　電線の接続

１７　電線管の接続

（３）地中電線路の敷設は管路式とし、埋設深さは地表面（舗装する部分では

　　路盤材下面）から配管の上端まで原則、600mmとする。ただし、公道への

　ーブルには、回路の種別、行先の表示を行う。

　　引込み管路等の埋設深さについては、供給事業者と協議のうえ決定する。

※処理に先立ち計画書を提出し、処理後は調書を提出すること。

（４）特別管理産業廃棄物　（　　　　　　　　　　　　）

　蛍光管等は再資源化施設等に搬入し、全てリサイクルするものとする。

（１）引渡しを要するもの　（　　　　　　　　　　　　）

（構外搬出処理費は、※本工事　・別途）

　引渡を要するもの以外は構外に搬出し、適切に処理する。

（３）再生資源化を図るもの（蛍光管　　　　　　　　　）

（２）買取処分をするもの　（銅屑・鉄屑　　　　　　　）

１１　発生材処理

　完成図書の電子納品ガイドライン　　※　適用する　　・適用しない

　完成図の表紙及び背表紙には、工事名、受・発注者名、完成年月を記載する

こと。また、完成図の中に主要機器一覧表（名称、製造者名、形式、容量又は

出力、数量等）を記載すること。

１０　完成図書の

　　法の適用

　建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律の適用について

　※　適用する（契約金額による）　・　適用しない

９　建設リサイクル

　取外し再使用機材は、清掃及び絶縁抵抗測定等を行い、機能が良好なことを

確認した上で取付る。なお、その測定結果表を監督員に提出する。

８　再使用機材

　　　電子納品

　受注者は法定外の労災保険に付し、証書の写し等を監督員に提出する。

・　電灯設備

・　電力貯蔵設備

・　昇降機設備

・　医療関係設備

１.５　指定部分　　　・ 無　　・有（　　　　　　　　　工期：令和　　年　　月　　日）

　　　　　又は仮設工事等が開始されるまで）の期間　・令和　　年　　月　　日までの期間）については、

する。
　県営住宅の完成図の提出部数は、Ａ１二つ折り１部及びＡ３二つ折り３部と

2022.4

　　項　　　　　目　　　　　　　 　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項　　　　　　　　　　 

１８　接地工事 　漏電遮断器で保護されている電路と保護されていない電路のＤ種接地極が共

区別する。

用していない場合の接地線は、混触防止のため、緑色、緑／黄又は緑／色帯で

　埋戻し後の建設残土は、監督員が指示する構内の場所に敷き均しとする。

　再生砂使用に先立ち、１購入あたり１検体の六価クロム溶出試験を行い土壌

の汚染に係る環境基準に適合することを確認すること。

　　　アスコン 得た上で、　・使用できる。　　※使用できない。

　契約図書中の山砂の類、砂利、砕石及びアスコンに代替し、監督員の了解を

　設備機器の固定は、「建築設備耐震設計・施工指針　2014年版」（独立行政

法人建築研究所監修）による。

　なお、施工に際し、耐震強度計算書を監督員に提出し、承諾を受けるものと

する。

（１）設計用水平地震力

　機器の重量［kgf］に、設計用水平震度を乗じたものとする。

【備　考】（※１）：水槽類には、オイルタンク等を含む。

　なお、特記なき場合、設計用水平震度は、次による。

（２）設計用鉛直地震力

　設計用水平地震力の１／２とし、水平地震力と同時に働くものとする。

　重要機器

　　・配電盤　・発電装置(防災用) ・直流電源装置 ・交流無停電電源装置

　　・交換機　・火災報知器受信機 ・中央監視装置 ・太陽光発電装置

　上層階の定義は次による。

　　2～6階建の場合は最上階、7～9階建の場合は上層２階、10～12階建の場合

　は上層３階、13階建以上の場合は上層４階とする。

機器種別

2.0          2.0

水　槽　類

防振支持の機器

（※１）

 1.0          1.0 

1.5          1.0

水　槽　類

防振支持の機器

1.5          1.0

1.5          1.5

1.5          1.0

（※１）

1.0          0.6

2.0          1.5

水　槽　類

防振支持の機器

中間階

1.5          1.0

　設置場所

地下・１階

機　　　　　器

上層階

1.5          1.0

1.0          0.6

屋上及び塔屋

機　　　　　器

1.5          1.0

（※１）

0.6          0.4

2.0          1.5

1.0          0.6

2.0          1.5

1.0          0.6

1.0          0.6

設計用標準水平震度

重要機器 一般機器 重要機器 一般機器

  （１）内部足場　※ 脚立足場　　　

※足場を設ける場合は、「「手すり先行工法等に関するガイドライン」につい

  本工事で単独に必要となる足場は、下記により設ける。

特定の施設 一般の施設

機　　　　　器

  （２）外部足場　※ Ａ種(枠組足場) ・Ｂ種 ・Ｃ種 ・Ｄ種 ・Ｅ種 ・Ｆ種

　　　施工アンカー打設

　既存コンクリート床、壁等の配管貫通部の穴開け及びあと施工アンカー打設

　前に、図面に明示する箇所についてＸ線撮影調査を実施すること。

１９　残土処分

２０　再生砂・再生

２１　耐震施工

２２　あと施工アンカー

２３　はつり及びあと

２４　改修部分の足場

　に関するガイドライン」により、「働きやすい安心感のある足場に関する基

　立て、解体又は変更の作業は、「手すり先行工法による足場の組立て等に関

　する基準」の２の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により

　行うものとする。

２５　墜落制止用器具

　　（フルハーネス型）

２６　アスベスト事前

　　　調査結果の報告

　　機器・配管等の据付けにおけるあと施工アンカーの使用については、監督

　員の承諾を受けるものとする。

　　重量１００ｋｇを超える機器の耐震支持については、耐震計算書を添付し、

　アンカーボルトを選定すること。

　　施工は、（一社）日本建築あと施工アンカー協会の資格を有するもの、又

　は十分な技能及び経験を有した者が行うこと。

　を添付すること。

　　金属拡張系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、拡張の完了がわかる記録

　ル挿入、埋込みの完了が分かる記録を添付すること。

　　接着系アンカーの場合は、所定の穿孔深さ、清掃状況、マーキング、カプセ

　　（原則として、接着系アンカーは吊り支持に使用しないものとする。）

　　あと施工アンカーの試験は、アンカーの種類毎に１か所引張試験を実施する

　ること。

　　全ての建築物、工作物において大気汚染防止法及び石綿障害予防規則の事

　前調査を実施し、アスベスト使用有無に関わらず、結果を知事又は市長あて

施設管理者 ：

昇降機：

電力会社 ：

電話会社 ：

ケーブルテレビ会社 ：
消防本部 ：

建築：打ち合わせ担当者

官公庁等打ち合わせ相手

　に報告する。

地方独立行政法人

埼玉県立病院機構

本部施設整備担当

本部長

３　この特記仕様書に疑義等が生じた場合については、別途監督員と協議するものとする。

　　　　監督員と協議するものとする。

ｺﾝｾﾝﾄ、電話用ｱｳﾄﾚｯﾄ、直列ﾕﾆｯﾄ
２,０００

１,８００

〃

　　　　　取付高さ（ｍｍ）

〃

１,０００

一　　般

１,２００

２,０００

台上～中心

分電盤、制御盤、開閉器箱

防水型コンセント

復帰ボタン（　　〃　　　）

呼出ボタン（身体障害者用）

〃

〃

（一般）

２,０００

　〃　　（身体障害者用）

スイッチ（一般）

２,０００

   １５０

   ２００（和室）

   ３００

   １５０

〃 (上端1,900以下)1,500

　　

１,１００

１,３００

〃

床上～中心

   ５００床上～中心

   ４００

廊下表示灯（　　〃　　　）

　　　　　　　　　〃　　　　　　　

   ９００

(上端1,900以下)1,500

２,０００

１,８００

〃

   ５００

〃

測　　点名　　　　　　　　称

   ５００

   ９００

県営住宅

〃

３　その他
３．１　他工事との取合区分

　　　　発注図又は工事区分表による。

３．２　図面上の縮尺

３．３　疑義

　　　　本特記仕様書、特別共通仕様書及び標準仕様書等において疑義が生じた場合は、

（台上）　　　　　　　　　〃　　　　　　　

　〃　　（人感センサー切換用）

端子盤

　　　　図面上の縮尺は、ＪＩＳ　Ａ１版とした縮尺とする。

(上端1,900以下)1,500

舗装版切断時に発生する濁水の処理に係る特記仕様書

第１条　この特記仕様書は、埼玉県電気設備工事特別共通仕様書に定めるもののほか、アスファルト

　舗装版切断時に発生する濁水（以下「濁水」という。）の処理に関し必要な事項を定めるものである。

第２条　受注者は、回収した濁水を次のとおり処理するものとする。

　　　　・種類及び処理量　　汚泥（油分を含む汚泥）　　．　m3
　　　　・中間処理施設　　　　　　市　　　地内、（株）

　　　　・処理方法　　　　　・中間処理後、最終処分場に搬入（処理に焼却又は溶融含まず）

　　　　・中間処理後、最終処分場又は再資源化（処理に焼却又は溶融を含む）

第３条　受注者は、舗装版切断作業を行いながら濁水を可能な限り回収し、作業後速やかに回収した

２　受注者は、別の中間処理施設を選定する場合には、事前に監督員と協議するものとする。

　濁水を産業廃棄物の汚泥（油分を含む汚泥）として中間処理施設に運搬及び処理するものとする。

第５条　濁水処理量については、舗装版の切断延長や切断厚が変わった場合を除き、原則として設計変

第４条　受注者は、施工計画書において、濁水の回収、運搬及び処理に関する方法を定めなければな

２　受注者は、汚泥の中間処理業の許可を受けている業者と産業廃棄物処分委託契約を締結しなけれ

　ばならないものとする。

３　受注者は、自ら運搬を行う場合を除き、汚泥の収集運搬業の許可を受けている業者と産業廃棄物

　収集運搬委託契約を締結しなければならないものとする。

　る産業廃棄物管理票（以下「マニフェスト」という。）により管理するものとする。

４　受注者は、濁水の処理に関する履行について、廃棄物の処理及び清掃に関する法律において定め

　らないものとする。また、中間処理業者及び収集運搬業者と第3条第3項及び第4項に基づき締結した

　委託契約書の写し及び許可証の写しを添付すること。

２　受注者は、工事検査時にマニフェスト原本を提示する。

　更の対象としないものとする。

２　受注者は、舗装版切断時に濁水を生じない工法を使用する場合においては、事前に監督員と協議す

　るものとする。

　態に維持できるよう必要な事項を定める。なお、この特記仕様書に記載されていない事項は、「昇降

昇降機の適切な維持管理に係る特記仕様書

第１条　この特記仕様書は、昇降機設備工事（新設、増設又は更新）において、昇降機を常時適法な状

　機の適切な維持管理に関する指針」（平成28年２月19日付け国土交通省住宅局建築指導課）による。

第２条　この特記仕様書における用語の定義は、次の各号による。

２　昇降機とは、本工事で施工した昇降機設備をいう。
３　発注者とは、本工事の発注者をいう。

４　受注者とは、本工事の受注者をいう。

５　製造者とは、昇降機の製造者をいう。

６　管理者とは、昇降機の引渡しを受け、施設管理を行う者をいう。

７　保守点検受注者とは、管理者からの委託により、保守・点検業務を受注した者をいう。

４　製造者は、保守点検受注者からの依頼に対し協力すること。

５　受注者は、製造者に対し、前各号の規定を遵守するよう要請すること。

２　製造者は、製造した昇降機の部品等を、昇降機の引渡しから起算して耐用年数を勘案して適切な期

　間供給すること。

３　製造者は、適切な維持管理を行うことができるよう、管理者に対して維持管理に必要な情報又は機

　材を提供又は公開するともに、問い合わせ等に対応する体制を整備すること。

第４条　この特記仕様書に定めのない事項については、必要に応じて発注者と受注者が協議して定める。

第３条　製造者または受注者は、次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならない。

　壁付、壁掛型の機器等の取付高さは、図面に記載のない場合は原則として次のとおりとする。

２.４　取付高さ

１０　昇降機設備

　なお、県営住宅の場合は、公共住宅建設工事共通仕様書による。

　特記なき場合の施工は、国土交通省大臣官房官庁営繕部監修公共建築工事標

準仕様書（機械設備工事編）による。

局線電話の引込位置は、第一種電気通信事業者と打合せのうえで施工する。

　　ガス漏れ火災警報

　　設備、拡声設備

　　（非常放送設備）

（１）所轄する消防署と打合せのうえ、各関係条例等に従い施工する。

（２）総合盤内の接続は端子を使用し、回路名を記入しておくものとする。

（３）ガス漏れ警報設備の動作試験は、原則としてガス納入業者立会いのうえ

　　で行うものとする。

８　構内交換設備

９　自動火災報知設備、

・　太陽光発電装置　　　　・　風力発電装置

・　燃料電池発電装置　　　・　熱併給(ｺｰｼﾞｪﾈﾚｰｼｮﾝ)発電装置

・　ガスタービン発電装置　・　マイクロガスタービン発電装置

・　ディーゼル発電装置　　・　ガスエンジン発電装置７　発電設備

（ａ）受注者は、電気工作物に係る工事においては、電気保安技術者を置くも

（ｂ）電気保安技術者は、次による者とし、必要な資格又は同等の知識及び経

　　験を証明する資料を監督員に提出して承諾を受ける。

　　のとする。

４　受変電設備

高圧ケーブル端末部はシースずれ防止対策を施す。

端末処理は監督員の立会いのうえで施工する。

再確認する。また、ケーブル等の埋設及び、その

高 圧 引 込 引込み口は、設計図に示された位置を電力会社に

（端末処理　　・耐塩用　　　　・一般用　　）

　　　　　　　　　　kVar×　　台

直列リアクトル　　・６％　　・１３％

高圧進相コンデンサ　　　　kVar×　　台

電灯用　　　　　kVA×　　台　

動力用　　　　　kVA×　　台　　　　

定格電圧　　　　kV　　定格遮断電流　　　kA

定格電圧　７．２kV　　定格電流　　　A

交流３相３線式　６.６kV　５０Hz

主 遮 断 装 置

受 電 電 圧

柱上用高圧気中

変圧器設備容量

負荷開閉器(PAS)

６　電力貯蔵設備

５　構内情報通信

・直流電源装置　　・交流無停電電源装置

　　網設備

ネットワーク機器を盤内等に収納する場合は、放熱、耐塵等を考慮する。

受雷部突針はＬＲ１とする。３　雷保護設備

　　フラッシュプレートは原則としてステンレス又は新金属を使用する。

（６）位置ボックスの省略

（５）継枠

（４）分電盤

　要としない。

　ード裏面と塗りしろカバーの間が離れないように施工した場合は、継枠を必

　１０ｍｍ程度以上離れる場合は継枠を使用する。ただし、ボード張りで、ボ

　　天井又は壁埋込みの場合のボックスは、塗りしろカバーと仕上り面とが

　　分電盤の塗装色は、監督員の指定した色とする。

　　途工事の場合は、当該制御盤の電源側接続までとする。

（２）電動機等各負荷までの接続は、本工事とする。ただし、制御盤以降が別

　　用送り端子台は１負荷につきＵ・Ｖ・Ｗ・Ｅの４Ｐを原則とする。

２　動力設備

　具に送り配線端子が具備されている場合は、位置ボックスを省略しても良い。

　　ケーブルころがし配線で、位置ボックスの図面特記がなく、かつ、照明器

（１）動力制御盤及び開閉器箱の塗装色は、監督員の指定した色とする。負荷

　は学校環境衛生基準により実施すること。

　前と改修後の照度測定をJIS C 7612「照度測定方法」により、学校において

　　電灯設備工事に際し、新営工事の場合は新設後の、改修工事の場合は改修

　　　　　 　　　　　特　　　　記　　　　事　　　　項　　　　　　　　　　 　　項　　　　　目　　

２.３　工事別一般事項（特記事項選択項目は、○印のついたものを適用する）

　プレートを使用することができる。
　　ただし、県営住宅における住戸内のフラッシュプレートついては、樹脂

（３）照度測定

　導灯とし、関係法令に適合したものとする。

　　防災用照明器具は、建築基準法による非常用照明器具及び消防法による誘

（２）照明器具

　　コンセント器具に具備されている送り配線端子は使用してはならない。

　　スイッチ・壁付コンセント(2P15A)は連用形とする。なお、２口コンセン

　トは複式を使用してもよい。

１　電灯設備 （１）配線器具

　　し、監督員の承諾を受ける。

（１）施工に先立って建築及び関連設備の業者と打合せのうえで施工図を作成

　　以上のことを留意し、工程管理、安全管理に万全を期すること。

（10）工事に先立ち、監督員と打合せの上、住民及び関係自治会等に対して工

（９）特に騒音振動など周辺に甚大な影響のある工事については、原則として

（８）本工事における停電措置が必要な場合、事前に計画書を電気主任技術者

（７）受注者は、施工にあたって施設運営に支障の無いように綿密に打合せを

　　周知する。

　　事説明を実施すること又、工事に先立ち、「工事のお知らせ」等を配布し、

　　打合せして設定すること。

　　学校では学校運営に支障を与えない期間、その他の施設では施設管理者と

　　者の負担とする。

　　に提出する。また、停電操作・安全処置は受注者が行い、その費用は受注

　　行うこと。

（３）本工事に使用する機器は、事前に性能等を記した機器仕様書を監督員に

　　提出し、承諾後施工する。

　　を行い、試験記録を提出する。

　　行う。また、既設ケーブル等は施工前後に絶縁抵抗、伝送品質等の測定

（６）改修工事等を施工する場合、施工する前後に工事対象箇所の写真撮影を

　　とし、露出部分に使用する場合は耐紫外線性能を有するものとする。

（５）特記なき電線・ケーブルは、原則としてエコマテリアル電線・ケーブル

　　受注者の負担とする。

（４）本工事にかかる官公庁への諸手続はすべて受注者が代行し、その費用は

　　作する。

（２）本工事に使用する製作品は、事前に製作図を監督員に提出し、承諾後製

（１）事業用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、その電気工作物の

　　工事に必要な電気主任技術者の資格を有する者、一級電気工事施工監理

　　技士又はこれと同等の知識及び経験を有する者。

（２）一般用電気工作物に係る工事の電気保安技術者は、第一種又は第二種

　　電気工事士の資格を有する者。

（ｃ）電気保安技術者は、監理技術者、主任技術者、現場代理人が兼任できる。

（ｄ）電気保安技術者は、監督員の指示に従い、電気工作物の保安業務を行う。

（ｅ）電気主任技術者を別途配置している電気工作物に係る工事においては、

　　　電気主任技術者及び監督員と協議し保安業務に支障がないよう努める。

（ａ）受注者は、工事用電力設備の保安責任者として、関係法令に基づき、有

　　資格者を定め、監督員に報告する。
（ｂ）保安責任者は、前項２５の電気保安技術者が兼任できる。

（ｃ）保安責任者は、適切な保安業務を行う。

２７　電気保安技術者

２９　その他

　　　 の保安責任者
２８　工事用電力設備

管理幹

埼玉県北足立郡伊奈町小室８１８－２

　入退室管理設備改修工事一式

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事

契　　　　約　　　　日　から　令和　５年　２月　１０日　まで

【新館棟】建物延べ面積　６,７７９．８５㎡　主要構造・階数　ＲＣ造　地上３階、地下１階、塔屋１階
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凡例  ：今回工事建物

医療観察法病棟

新館棟

埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

照 査金 子 設 計株 式 会 社
事 務 所 登 録

管 理 建 築 士

一 級 建 築 士 事 務 所

設 計 年 月 日 製 図設 計総 括摘 要 図 面 番 号図 名工 事 名 称縮 尺

一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号 木 村 邦 房

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事



A1:N.S

A3:N.S 入退室管理設備　仕様書・姿図
Ｅ－０３

　　（５）操作表示器　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｂ－９７１０Ｆ　　        ３台

　（１２）電気錠（建築工事）　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ３８台

　（１０）スイッチングＨＵＢ　　　　　　　　　　　   　 　　　　　　　　　　　　　　　　　  １台

　　　非接触式ＦｅｌｉＣａ／ＭＩＦＡＲＥ対応カードリーダー

　　（９）管理用ソフト　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＷＳＳ－０１Ｂ　  　      １式

　　（８）管理用パソコン　　　　　　　　　　　　　                　　　    　　　　　　　  １式

　　（１）出入管理装置８回線（ＵＰＳ内蔵）        　 　 　　　　　ＷＦＣ－０８　　　　　　  ７台

　　　　　１）照合にはＦｅｌｉＣａ／ＭＩＦＡＲＥ対応カードを利用する。

　　（１）ＷＭＬ－５０

　　　　　２）カード感知距離は、５ｃｍ程度である。

　　　　　３）本製品は、ＩＰＸ３：ＪＩＳ保護等級防雨型相当である。

　　　　　　　設置の際は、上部・左右の３方向にコーキング処理を行うこと。

　　（２）出入管理装置用無停電電源装置　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　７台

　　（３）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＷＭＬ－５０　　　      ２６台

１．概要

　　本システムは室内に設けた出入管理装置と、出入口に設けたリーダーにより電気錠の

　　管理用パソコンを併用することにより、きめ細やかな管理を行うことができる。

２．機器構成

　　制御と入退室管理を行うものである。

　　３－２．リーダー制御機能

　　３－４．管理用ソフト

　　（１）個人コード関係の管理

　　　　　１）個人毎に顔写真・所属・区分の登録ができる。

　　　　　２）初期登録日・更新日の管理と利用開始日・有効期限の設定ができる。

　　　　　３）個人毎に各ゲートの通用可/不可の設定ができる。

　　　　　４）個人毎にパスワードを設定し、管理用ソフトの操作制限を行うことができる。

　　　　　６）個人データを自動的にアップロードし、システムに反映させることができる。

　　（３）連続解錠時間帯の設定

　　　　　１）ゲート毎に連続解錠時間帯の設定ができる。

　　　　　２）条件を設定した履歴データの抽出や一括バックアップを行うことができる。

　　（７）在室管理・在室時間集計（入退室両面リーダー設置時）

　　　　　１）ゲート毎の在室管理ができる。

　　　　　２）設定により複数ゲートを１つの部屋として管理できる。

　　　　　３）在室者の表示を任意の時刻に自動削除できる。実際のゲートに入室したままのデータは

　（１１）時刻設定

　　（９）リアルタイム表示および遠隔操作

　　３－３．警報の種類

　　（１）開扉警報：一回解錠時に扉を一定時間開けっ放しにしたとき。

　　（２）コジアケ：閉扉施錠している状態で、扉を無理やり開けたとき。

　　（３）施錠エラー：電気錠が施錠動作しないとき。

　　（４）解錠エラー：電気錠が解錠動作しないとき。

　　（５）リーダー蓋開：リーダーの蓋（カバー）を開けられたとき。

　　（６）リーダー通信異常：リーダーと出入管理装置の通信が異常になったとき。

　　（４）エラー表示管理

　　　　　１）ポップアップ表示・ブザー鳴動するエラーを設定できる。

　　（５）データ参照・登録管理

　　　　　１）各クライアントパソコンから閲覧・登録できるデータに制限をかけることができる。

　　（６）履歴データの管理

　　　　　    (履歴データは１０万件で２００ＭＢ程度の容量が必要）

　　　　　３）一度設定した抽出条件を保存しておき、次回抽出作業を行う際に利用できる。

　　　　　４）リアルタイムに在室状態を更新する間隔を指定できる。

　　　　　５）履歴データから個人のゲート在室時間の抽出・集計ができる。

　　　　　１）発生したデータ・電気錠状態（施解錠・扉開扉・警備）をリアルタイムに表示できる。

　　　　　２）電気錠を遠隔で連続解錠・１回解錠・施錠・警備セット/解除ができる。

　　　　　３）センサーの状態をリアルタイムに表示できる。

　　　　　１）管理用ソフトの操作内容履歴を表示できる。

　　　　　１）システム全体をパソコンの持っている時刻に修正できる。

　　　　　２）１日１回、任意の設定時間に、時刻設定を自動送信できる。

　（１２）オペレーション操作ログ

　　　　　１）リーダー蓋開警報　　　２）リーダー通信異常警報

　　（２）警報機能

　　（３）操作回数カウンター機能

　　　　　　　在室状態のままとなる。

　　　　　１）各履歴データの保存件数はパソコンのハードディスクの空き容量に依存する。

　　（２）入退室制限時間帯の設定

　　　　　１）個人毎に入退室制限時間帯の設定ができる。

　　　　　２）１６曜日（平日、土日、休日、特日１～８）に対して、１０パターン設定できる。

　　　　　３）１パターンにつき、３種類の時間帯が設定できる。

　　　　　２）１６曜日（平日、土日、休日、特日１～８）に対して、設定できる。

　　　　　３）１曜日につき、１５種類の時間帯が設定できる。

　　　　　５）所属・区分を１～１０桁(設定により可変)の英数字にて管理することが可能である。

　　　　　　　最大登録可能数は、各々１，０００種類となる。

　　（８）各種モニター機能

　　　　　１）データモニター機能

　　　　　２）エラーモニター機能

　　　　　　　・発生したエラーデータのみをリアルタイムに表示することが可能である。

　　　　　    ・発生したデータをリアルタイムに表示することが可能である。 常時表示できる

　　　　　３）フェイスデータモニター機能

　　　　　　　・入退室操作時の履歴データ発生時にリアルタイムで顔写真を表示することができる。

　　　　　    　件数は、最新の３０件となる。

　　　　　    ・表示する項目は、他の一覧表示と異なり変更できない。

　　　　　　　　常時表示できる件数は、最新の３０件となる。

　　　　　　　・表示する項目は、他の一覧表示と異なり変更できない。

　　　　　　　・モニター画面に最大１０件まで表示可能である。

　　　　　４）各種遠隔操作は、登録されている個人コードの入力がないと操作できない。

　　　　　４）抽出したデータはＣＳＶ形式にて出力可能なこと。

　（１０）マップステータス機能

　　　　　１）ゲート、センサーの状態をマップ上に表示（ＢＭＰ形式）することができる。

　　　　　２）マップの最大登録枚数は３０枚となる。

　　　　　３）マップステータス画面（機能）とデータモニター／エラーモニター画面（機能）を

　　　　　　　１画面に表示することができる。

　　　　　１）５つのレベルがあり、それに応じた操作権限を付与できる。

　　　　　２）パスワードなしでの運用も行える。

　（１３）パスワード

　　　　　３）個別設定が行え、自由に操作項目の設定が行える。

　　　　　２）履歴データの条件抽出が行える。

　　　　　　　利用開始日・有効期限は、２０３７年１２月３１日となる。

　　　　　４）ゲート名称を全角１０文字にて設定することが可能であり、連続解錠時間帯の設定を

　　　　　　　最大１００種類まで設定することが可能である。

　　　　　２）エラーポップアップ表示件数は最大５０件まで設定・表示可能である。

　　　　　３）エラー発生時にブザー鳴動するエラーを設定することが可能である。

　３－５．管理用パソコン（推奨スペック）

　　　　ＣＰＵ　　　　　  ２．０ＧＨｚ以上

　　　　メモリー　　　　　４ＧＢ　以上

　　　　ハードディスク　　２０ＧＢ　以上

　　　　モニター　　　　　１２８０×１０２４ドット以上

　　　　プリンター　　　　Ａ４横の印字対応レーザープリンター

　　　　ＵＳＢポート　　　ＵＳＢ　１ポート使用　※１

　　　　ＬＡＮポート　　　１００ＢＡＳＥ－ＴＸ

　　　　対応ＯＳ

　　　　　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０　Ｐｒｏ

        　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ　Ｗｉｎｄｏｗｓ　１０　ＩｏＴ　Ｅｎｔｅｒｐｒｉｓｅ　２０１６　ＬＴＳＢ

ＲＲ

ＲＲ

　　（６）副操作盤　　　　　　　　　　　　　　　　                　　　    　　　　　　　  ３台

　　（７）ハンディーライター　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｗ－９２０１　　　        １台

　（１１）光コンバーター盤　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　 　３台

　　（４）カードリーダー取付プレート　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　        ２６枚

　　　　　１）履歴データは装置内に１０，０００件まで保存できる。（最新の１０，０００件が保存）

　　　　　１）電気錠制御とリーダー操作の回数をカウントし、定期点検や機器交換時期の目安に利用できる。

　（２１）保守カウンター機能

　　　　　１） 接点出力を受け、リーダー操作による解錠を禁止させることが可能である。

　（２０）読取禁止入力

　　　　　１） 外部からの接点信号により、リーダーの照合を禁止することが可能である。

　（１９）リーダー読取禁止機能

　　　　　１）登録してあるカードを利用不可とする運用を行うことが可能である。

　（１８）禁止カード設定

　　　　　　　ただし、個人コードと合わせて２０桁以内とすること。

　　　　　２）カードの発行回数２桁を登録することができる。

　　　　　３）最大管理ゲート数は、９６０ゲートとなる。

　　　　　２）ホストとの通信はＬＡＮにて行い、１台のホストに対して出入管理装置を１２０台まで接続できる。

　　　　　　　に１台ずつ接続でき、最大１６台まで接続できる。

　　　　　　　部屋への入室では不許可とする制限をかけることができる。

　　　　　　　２人照合でなければならない制限をかけることができる。

　　　　　３）読取り禁止フリーの設定　　４）監視カードフラグの設定

　　　　　１）リーダーを操作せずに入室（不正入室）した場合、退室の操作及び隣接している

　　　　　１）アンチパスフリーの設定　　２）警備解除禁止フラグの設定

　　　　　１）火報盤等からの接点出力を受け、電気錠を一斉に解錠できる。

　　　　　３）警備セット中には、警備信号を出力し、異常発生（ループ断）時には、発報信号を出力できる。

　　　　　２）センサー等と接続することにより、ループ監視を行うことができる。

　　　　　１）警備モードでの運用では警備セットを行うことができる。

　　　　　１）警報発生時に、警報信号を出力できる。

　　　　　１）各ゲート１～９９９秒の範囲で設定できる。

　（１３）一回解錠時間と開扉警報

　　　　　１）自動施錠モード　　２）繰返し施解錠モード　　３）警備モード　　４）インターロックモード

　　　　　２）外部からの接点信号により、リーダーの照合を禁止できる。

　　　　　１）登録してあるカードを利用不可とする運用を行うことができる。

　　　　　１）ゲート単位で常に２人照合しなければ入退室ができない、または最初入室と退出のみ

　　　　　１）特定のゲートを通行（通過）しないと、目的のゲートが通れないなどの制限をかけることができる。

　　　　　２）システム全体または特定エリアのみのアンチパス設定ができる。

　　　　　１）個人毎にカードの有効期限を設定できる。

　　　　　２）カレンダーは西暦２０８９年まで対応し、うるう年の計算を自動で行う。

　　　　　１）平日・休日１種類・特日８種類毎に設定をことができる。

　　（５）休日設定

　　　　　１）電気錠を常時解錠させておく時間帯を設定できる。

　　（４）連続解錠時間帯

　　　　　１）入室・退室可能な時間帯を設定できる。

　　（３）入退室制限時間帯

　　　　　３）管理人員は、標準で４０，０００名の登録ができる。

　　　　　１）個人を識別するコードは１～２０桁まで任意の桁数設定ができる。

　　（２）個人コード・管理人員

　　（１）出入管理装置

　　　　　４）停電補償は３０分間である。（ＵＰＳ内蔵）

　（１２）動作モードの選択（ゲート毎に選択）

　（１１）個人毎に以下の照合操作の可/不可の設定ができる。

　　　　　２）管理用パソコン・ソフトにより、詳細な管理を行うことができる。

　　　　　１）装置内履歴データから任意の期間を指定し、ＬＣＤに表示して確認できる。

　（１５）履歴データの参照

　（１４）履歴データの保存件数

　　（８）ルートチェック

　　（７）グローバルアンチパス

　（２２）一斉解錠入力

　（１７）警備セット

　（１６）警報出力

　（１０）禁止カード設定・リーダー読取禁止設定

　　（９）ツーパーソン

　　（６）有効期限チェック

　　　　　１）１台で最大８ゲートまで管理できる。カードリーダーは各ゲート入室・退室側

　　３－１．出入管理装置

３．機器の特長

　（１３）非接触式Ｍｉｆａｒｅカード　　　　　       　　　　　　　　　　　　　　　　　 ５００枚

換気口

入力電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％

タッチパネルＰＣ

入力電源 ＡＣ１００Ｖ±１０％

内　蔵 光ＬＡＮコンバーター、スイッチングＨＵＢ、ＵＰＳ

内　容項　目

ＳＰＣＣ　ｔ１．６

粉体塗装

材　質

仕　上

彩　色 マンセル２．５Ｙ ９／１　近似　半艶

きょう体 Ｓ１６－４６ＬＣ（日東工業（株）製）

コンバータ盤

光コンバーター盤

副操作盤

内　容項　目

ヘアライン横目

材　質

仕　上

ＳＵＳ３０４ ｔ＝１．５

※ＶＲ－２１１３からＷＭＬ－５０に交換用の取付プレートです。

※バリ・シャープエッジなきこと

カードリーダー取付プレート

内　容項　目

ＳＰＣＣ　ｔ１．６

粉体塗装

材　質

仕　上

彩　色 マンセル２．５Ｙ ９／１　近似　半艶

きょう体 Ｓ２０－６８Ｃ（日東工業（株）製）

内　容

非照光式スイッチ：緑色　モーメンタリ動作解錠ボタン

※１コ用スイッチボックスに取付可能

屋　内

０℃～４０℃(結露なきこと）

設置場所

使用環境温度

項　目

樹　脂

電気錠制御盤より供給

約０．０７ｋｇ

材　質

入力電源

重　量

解錠

Ｂ 操作表示器　Ｂ－９７１０Ｆ

出入管理装置　ＷＦＣ－０８

内　容項　目

ＳＰＣＣ　ｔ１．６

粉体塗装

材　質

仕　上

彩　色 マンセル２．５Ｙ ９／１　近似　半艶

１４０Ｗ

入力電源

消費電力

外部入力

外部出力

ＡＣ１００Ｖ±１０％

接点容量　ＤＣ２４Ｖ　０．３Ａ以下(信号用)

接点容量　ＤＣ２４Ｖ　０．３Ａ以上（信号用）

重　量 約６０ｋｇ

出入管理装置

平面ハンドル（鍵付）

０８

ＵＰＳ

扉工事区分管理用パソコン(机・椅子は別途手配とする)

非接触式ＦｅｌｉＣａ／ＭＩＦＡＲＥ対応カードリーダー　ＷＭＬ－５０Ｒ

構　造

ＦｅｌｉＣａ／ＭＩＦＡＲＥ適用カード

カード感知距離 ＦｅｌｉＣａ／ＭＩＦＡＲＥ：５ｃｍ以上

※上部・左右の３方向にコーキング処理を行うこと

内　容項　目

樹　脂

艶消し

材　質

仕　上

彩　色 ホワイト

２．５Ｗ

入力電源

消費電力

使用環境温度

ＤＣ２４Ｖ±１０％　出入管理装置より供給

ＩＰＸ３：ＪＩＳ保護等級防雨型相当

０℃～４０℃（結露なきこと）

重　量 約２００ｇ±５ｇ

内　容項　目

本体：ライトグレー　パネル：ダークグレー

材　質

彩　色

重　量

入力電源

樹　脂

出入管理装置より供給

約２４０ｇ

ハンディーライター　Ｗ－９２０１

マウス

POWER LOCK ERROR GUARD

プリンタ

液晶モニタ（17インチ）

パソコン

Ｅ

Ｆ３

Ｅｎ０ １ ３

４ ５ ６ ７

８ ９

２

Ａ Ｂ

Ｃ Ｄ Ｆ

Ｆ５Ｆ４Ｆ２Ｆ１

Ｍ

Ｗ－９２０１
ＨＡＮＤＹ　ＷＲＩＴＥＲ

結線：建築工事

取付：建築工事

：建築工事

取付：建築工事

通電金具

結線：電気工事

コンクリートボックス

配管：建築工事

1ヶ所用ＳＷ　ＢＯＸ(電気工事)

フレキ配管(電気工事)

配管内通線(電気工事)

扉

通線：電気工事配管および通線

ＦＬ

絶縁ブッシング

コネクター

電気錠

絶縁ブッシング

電線管φ２５以上

丁番

電線管φ２５以上

新館棟

木 村 邦 房一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号

縮 尺 工 事 名 称 図 名 図 面 番 号摘 要 総 括 設 計 製 図設 計 年 月 日

一 級 建 築 士 事 務 所

管 理 建 築 士

事 務 所 登 録

株 式 会 社 金 子 設 計 照 査

埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

12
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118 26
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）
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20
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20

20
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200

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

Ｈ

※記載されている型番は参考とする。

※既設メーカー/（株）アート

　　　　米国及び、その他の国における登録商標または商標である。

　　　　Ｍｉｃｒｏｓｏｆｔ、Ｗｉｎｄｏｗｓは、米国ＭｉｃｒｏｓｏｆｔＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎの

　　　　ＵＳＢポート、プリンターは、用意しない場合でも運用に影響しない。

　　　　※１　パソリを利用する場合に使用する。

　　　　※2　ＵＰＳ仕様/サーバーＰＣ，モニター停電時

　　　　一定時間（10～30分）動作、停電検知で自動シャットダウン可能。

　　（１）ネットワークインターフェース

　　　　　コネクター：ＲＪ４５（１０/１００ＢＡＳＥ－Ｔ)

　　管理用パソコン間のネットワークは、ＦａｓｔＥｔｈｅｒｎｅｔに対応する。

　　管理用パソコンから本出入管理装置を接続・制御するために、常時通信可能なネットワーク環境

　　専用ＬＡＮで構築することが望ましい。

　　　　　プロトコル：ＴＣＰ／ＩＰ

４．上位通信機能

　　装置には運用に必要なデータが全て登録されているため、管理用パソコンの停止や通信が

　　途絶えた場合においても端末ゲートの入退室の運用に支障をきたさない。

　　が必要である。

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事



A1:N.S

A3:N.S

改修後

入退室管理設備　系統図(改修後)
Ｅ－０４

守衛室

１階

地下１階

３階

２階

注記

１．特記なき配線は、下記とする。

電気錠配線設備　　系統図

Ｒ Ｒ

前室１-１

インターロック

Ｒ Ｒ

前室１-１

インターロック

Ｒ

階段室

Ｒ

風除室１

Ｒ

Ｈ
Ｌ

Ｆ

既存棟

ＡＣ１００ＶＡＣ１００Ｖ

ａ

ナース

ステーション

ナース

ステーション

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

Ｒ

廊下９-１

Ｒ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ

ＡＣ１００Ｖ
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風除室２

Ｅ Ｅ Ｅ

Ｌ

２．特記なきシンボルは、下記とする。

渡り廊下２

Ｅ

渡り廊下１

Ｅ

Ｓ

Ｅ

Ｌ

Ｌ

EPS3

Ｌ

Ｆ

Ｅ

階段Ｃ

屋外

凡例

点線で細線の配管・配線、機器は既設使用とする
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ＥＭ－ＣＰＥＥ　０．９－２Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥ　０．９－３Ｐ

ＥＭ－ＣＰＥＥＳ　０．９－２Ｐ

専用ケーブル（建築工事　別途）

Ｓ

ａ

非接触式カードリーダ　ＷＭＬ－５０

電気錠Ｅ

Ｈ ＨＵＢ

前室１-２

前室１-２

院内学級入口

Ｅ

Ｅ

廊下４

08

08

08

08

08

08

08

08

スイッチングＨＵＢＨＵＢ

副操作盤×3台：新設 出入管理装置×7台：新設

Ｂ 操作表示器　Ｂ－９７１０Ｆ

光ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤×1台：新設

Ｈ

光ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤×1台：新設

スイッチングハブ×1台：新設

非接触式式カードリーダー×26台：新設

操作表示器×3台：新設

Ｂ

Ｂ Ｂ

管理用パソコン×１台：新設

Ｈ

光ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤×1台：新設

新館棟

木 村 邦 房一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号

縮 尺 工 事 名 称 図 名 図 面 番 号摘 要 総 括 設 計 製 図設 計 年 月 日

一 級 建 築 士 事 務 所

管 理 建 築 士

事 務 所 登 録

株 式 会 社 金 子 設 計 照 査

埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事



：副操作盤

：操作表示器

凡例

点線で細線の配管・配線、機器は既設使用とする

改修後
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A3:1/300
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S

Ｎ

Ｅ

電気錠設備

入退室管理設備　地下１階平面図（改修後）

1．特記なきシンボルは、下記とする。

：非接触式カードリーダー
：電気錠

：出入管理装置

Ｅ－０５
新館棟

埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

照 査金 子 設 計株 式 会 社
事 務 所 登 録

管 理 建 築 士

一 級 建 築 士 事 務 所

設 計 年 月 日 製 図設 計総 括摘 要 図 面 番 号図 名工 事 名 称縮 尺

一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号 木 村 邦 房

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

非接触式カードリーダー：新設

Ｒ

ＥＭ－ＵＴＰ(Ｃａｔ５Ｅ)－４Ｐ(既設ＰＦ１６)

Ｒ

Ｅ

Ｂ

出入管理装置：新設

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事
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改修後
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既存棟守衛室ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤増築棟EPS出入管理装置　〃新設

1階EPS(4)出入管理装置へ

EM-CPEE 0.9-3P×2（電気錠設備）

Ｅ

Ｅ
Ｓ

Ｅ

J

5C

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

Ｅ

1階EPS(4)出入管理装置へ
EM-CPEE 0.9-3P×2（電気錠設備）

点線で細線の配管・配線、機器は既設使用とする

凡例

入退室管理設備　１階平面図（改修後）

本館棟へ

ａ

光ｹｰﾌﾞﾙEM-GI 50／125-2C SCｺﾈｸﾀ付

(スラブ貫通)
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ａ

ｹｰﾌﾞﾙ 設　備 自 至 設　備
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※Ａ

新館棟
埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

照 査金 子 設 計株 式 会 社
事 務 所 登 録

管 理 建 築 士

一 級 建 築 士 事 務 所

設 計 年 月 日 製 図設 計総 括摘 要 図 面 番 号図 名工 事 名 称縮 尺

一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号 木 村 邦 房

光コンバータ盤：新設

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

副操作盤：新設

非接触式カードリーダー：新設

非接触式カードリーダー：新設

非接触式カードリーダー：新設

ＥＭ－ＵＴＰ(Ｃａｔ５Ｅ)－４Ｐ

＋ＥＭ－ＵＴＰ(Ｃａｔ５Ｅ)－４Ｐ
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非接触式カードリーダー：新設

X5 X5a X6

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事
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点線で細線の配管・配線、機器は既設使用とする

凡例

入退室管理設備　２階平面図（改修後）
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新館棟

木 村 邦 房一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号

縮 尺 工 事 名 称 図 名 図 面 番 号摘 要 総 括 設 計 製 図設 計 年 月 日

一 級 建 築 士 事 務 所

管 理 建 築 士

事 務 所 登 録

株 式 会 社 金 子 設 計 照 査

埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

出入管理装置：新設

非接触式カードリーダー：新設
操作表示器：新設

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

副操作盤：新設

非接触式カードリーダー：新設

非接触式カードリーダー：新設

非接触式カードリーダー：新設
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非接触式カードリーダー：新設

操作表示器：新設
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２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事
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凡例

点線で細線の配管・配線、機器は既設使用とする

新館棟
埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

照 査金 子 設 計株 式 会 社
事 務 所 登 録

管 理 建 築 士

一 級 建 築 士 事 務 所

設 計 年 月 日 製 図設 計総 括摘 要 図 面 番 号図 名工 事 名 称縮 尺

一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号 木 村 邦 房

出入管理装置：新設

操作表示器：撤去

非接触式カードリーダー：新設

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

副操作盤：新設

非接触式カードリーダー：新設

非接触式カードリーダー：新設

非接触式カードリーダー：新設

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事
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点線で細線の配管・配線、機器は既設使用とする

凡例
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光コンバーター盤：新設

入退室管理設備　１階平面図（改修後）

本館棟
埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

照 査金 子 設 計株 式 会 社
事 務 所 登 録

管 理 建 築 士

一 級 建 築 士 事 務 所

設 計 年 月 日 製 図設 計総 括摘 要 図 面 番 号図 名工 事 名 称縮 尺

一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号 木 村 邦 房

管理用パソコン：新設

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

25242322151413121197654321

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事



注記

配管・配線、機器撤去（打込配管は配線引抜撤去、

隠蔽配管・露出配管は配管配線撤去）
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階段Ｂ-２

Ｅ

階段Ａ-１

廊下１０-２

ＲＲＲ ＲＲ

廊下１０-１

ＯＴ室

Ｒ

多目的室

Ｒ

廊下９

Ｒ

運動

Ｒ

療法室
インターロック

前室１-１

ＲＲ

廊下４

Ｅ

Ｅ

渡り廊下１

Ｅ

渡り廊下２

ＥＥＥ

風除室２

ＥＥ Ｅ

屋外

階段Ａ-１

屋外

階段Ａ-２

Ｓ Ｓ ＳＳ Ｓ Ｓ

ＲＲＲ Ｒ

廊下２

Ｒ

ＥＶホール風除室１

Ｒ

Ｅ

Ｓ

階段室

Ｒ

磁気式カードリーダー×26台：撤去 管理用パソコン×１台：撤去出入管理装置×7台：撤去副操作盤×3台：撤去

光ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤×1台：撤去 操作表示器×3台：撤去 光ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤×1台：撤去

新館棟

木 村 邦 房一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号

縮 尺 工 事 名 称 図 名 図 面 番 号摘 要 総 括 設 計 製 図設 計 年 月 日

一 級 建 築 士 事 務 所

管 理 建 築 士

事 務 所 登 録

株 式 会 社 金 子 設 計 照 査

埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事



注記

配管・配線、機器撤去（打込配管は配線引抜撤去、

隠蔽配管・露出配管は配管配線撤去）
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A3:1/300

7,
50
0

8,
00
0

7,
60
0

5,
00

0
7,
60

0
10
,0
00

10
,0
00

55
,7

00

5,300 8,100 7,500

60,800

10,000 5,000 7,600 5,000 7,600 4,700 5,300 8,100 7,500

60,800

8,
00
0

7,
60
0

5,
00

0
7,
60

0
10
,0
00

10
,0
00

55
,7

00

10,000 5,000 7,600 5,000 3,100 1,200

7,
50
0

3,
60

0

3,
60

0

4,500 3,500

階段1

EV3

タラップ

RDRD

タラップ

RD

RD

タラップ

RDRD

SS

機械室B1

電気室

ドライエリア

ドライエリア

ベッド

消毒室
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ラ

イ
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リ
ア

廊下

倉庫B1

発電機室

冷温水機室

給気

風道

上部チャンバーボックス

（上部二重スラブ）

CH

DS3

倉庫B2

Ｒ

X6X5a

Y1

Y0

Y2

Y0

X10X7X6aX5X3X2X1

Y8

Y7

Y6

Y5

Y4

Y3

Y8

Y7

X10X9X8X7X6X5X4X3X2X1

Y6

Y5

Y4

Y3

Y2

Y1

X9X4 X8

S

Ｎ

Ｅ

ＥＭ－ＣＰＥＥＳ０．９－２Ｐ（ＰＦ１６）

電気錠設備

２．特記なきシンボルは、下記とする。

：電気錠　（建築工事）

：ケーブルラック（電話兼用）

：ＥＭ－ＣＰＦＦＳ０．９－２Ｐ　　　二重天井内配線　壁立下保護配管（ＰＦ１６）

：ＥＭ－ＣＰＥＥＳ０．９－３Ｐ　　　二重天井内配線　壁立下保護配管（ＰＦ２２）
：ＥＭ－ＵＴＰ０．５－４Ｐ　　　　　二重天井内配線　壁立下保護配管（ＰＦ２８）

：ＥＭ－ＣＰＥＥＳ０．９－２Ｃ　　　二重天井内配線　壁立下保護配管（ＰＦ１６）

：ＥＭ－ＣＰＥＥＳ０．６５－２０Ｐ　　　二重天井内配線　壁立下保護配管（ＰＦ２２）

ＥＶ設備

電気錠設備

注記
１．特記なき配線は、下記とする。

S

L

２０Ｐ

改修前

入退室管理設備　地下１階平面図（改修前）
Ｅ－１１

新館棟
埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

照 査金 子 設 計株 式 会 社
事 務 所 登 録

管 理 建 築 士

一 級 建 築 士 事 務 所

設 計 年 月 日 製 図設 計総 括摘 要 図 面 番 号図 名工 事 名 称縮 尺

一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号 木 村 邦 房

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

磁気式カードリーダー：撤去

出入退管理装置：撤去

：出入管理装置　

：磁気式カードリーダ　Ｒ

Ｅ

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事



注記

配管・配線、機器撤去（打込配管は配線引抜撤去、

隠蔽配管・露出配管は配管配線撤去）
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薬局事務室

EPS3
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A1:1/150

A3:1/300

渡り廊下１

Ｎ

設　備至自設　備ｹｰﾌﾞﾙ

EM-CPEES0.9-2P

電気錠設備

既存棟守衛室ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤

既存棟守衛室光ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤

増築棟EPS出入管理装置

増築棟EPS3光ｺﾝﾊﾞｰﾀ盤

　〃

光ｹｰﾌﾞﾙEM-GI 50／125-2C SCｺﾈｸﾀ付

EM-CPEE 0.9-3P×2（電気錠設備）
1階EPS(4)出入管理装置へ

改修前

Ｅ

Ｅ

1階EPS(4)出入管理装置へ

既存のまま

撤去

ＥＭ－ＣＰＥＥ－Ｓ０．９－４Ｃ（ＰＦ１６）電気錠設備

※Ａ

入退室管理設備　１階平面図（改修前）

EM-CPEE 0.9-3P×2（電気錠設備）

ＥＭ－ＣＰＥＥＳ０．９－２Ｐ（ＰＦ１６）

ａ

ａ ＋ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－４Ｃ　　　　　　　

Ｅ－１２
新館棟

埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

照 査金 子 設 計株 式 会 社
事 務 所 登 録

管 理 建 築 士

一 級 建 築 士 事 務 所

設 計 年 月 日 製 図設 計総 括摘 要 図 面 番 号図 名工 事 名 称縮 尺

一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号 木 村 邦 房

ＥＭ－ＣＰＥＥ０．９－４Ｃ　　　　　　　

出入管理装置：撤去

光コンバータ盤：撤去

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

磁気式カードリーダー：撤去

磁気式カードリーダー：撤去

副操作盤：撤去

磁気式カードリーダー：撤去
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２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事



注記

配管・配線、機器撤去（打込配管は配線引抜撤去、

隠蔽配管・露出配管は配管配線撤去）
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入退室管理設備　２階平面図（改修前）

ＥＭ－ＣＰＥＥＳ０．９－４Ｃ(ＰＦ１６)
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新館棟

木 村 邦 房一 級 建 築 士 　 　 第 3 3 3 2 8 7 号

縮 尺 工 事 名 称 図 名 図 面 番 号摘 要 総 括 設 計 製 図設 計 年 月 日

一 級 建 築 士 事 務 所

管 理 建 築 士

事 務 所 登 録

株 式 会 社 金 子 設 計 照 査

埼 玉 県 知 事 登 録 （ １ ０ ） 第 ５ ７ ７ 号

出入管理装置：撤去

磁気式カードリーダー：撤去
操作表示器：撤去

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

磁気式カードリーダー：撤去

副操作盤：撤去

磁気式カードリーダー：撤去 磁気式カードリーダー：撤去

磁気式カードリーダー：撤去

磁気式カードリーダー：撤去

ＥＭ－ＣＰＥＥＳ０．９－４Ｃ(ＰＦ１６)

操作表示器：撤去
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隠蔽配管・露出配管は配管配線撤去）

（打込配管は配線引抜撤去、配管・配線、機器撤去
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出入管理装置：撤去

磁気式カードリーダー：撤去

操作表示器：撤去

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹

副操作盤：撤去

ＥＭ－ＣＰＥＥＳ０．９－４Ｃ(ＰＦ１６)

磁気式カードリーダー：撤去

磁気式カードリーダー：撤去

磁気式カードリーダー：撤去

２２精神医療センター新館棟入退室管理設備改修工事



注記
配管・配線、機器撤去（打込配管は配線引抜撤去、
隠蔽配管・露出配管は配管配線撤去）

光コンバーター盤：撤去
管理用パソコン：撤去

管理幹本部長

本部
埼玉県立病院機構
地方独立行政法人

担当主査主幹
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